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３ 農地法第５条許可申請に関する件
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議    長 開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和２年度第１１回総会を開催いたし

ます。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１７人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、上四元委員、横峯委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、岩元委員、仮屋委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題６．｢農用地利用集積計画に関する件」及び議題７．｢農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」につきましては、議事参与の制限とな

っておりますのでよろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～２ページ ６件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、吉田、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、申請事由：贈与、受贈、権利の種別：所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号５号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。

番号６号、労力不足、相手要望、使用貸借権。

番号５及び６について、補足説明をさせていただきます。

受け人について経営面積はいずれも０となっていますが、これまで受け人は父

の農地を耕作しており、今回の農地の取得にあたっては特に問題はなく、新規就

農ではありません。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」６件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。
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議題２．農地法第４条許可申請に関する件

３ページ １件

議    長 次に、議題２「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：店舗１棟６９.６６㎡、駐車場３０．００㎡、通路等２

３０．３４㎡、周囲の状況及び被害防除計画、東・南…本人畑、西…宅地、北…

里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申

請に関する件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

議題３．農地法第５条許可申請に関する件

４ページ～１０ページ ２２件

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１４番委員お願いします。
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：住家１棟１０３．０９㎡、庭敷地等２５８．９１㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東…宅地、西…里道、南…県道、里道、北…他人

畑、境界…ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有

権移転、売買。

番号２号、資材置場５５４．００㎡、車両置場３０．００㎡、東…雑種地、西

…他人田、南…山林、北…里道、境界…ブロック積、土留、雨水…自然流下、所

有権移転、売買。

番号３号、建売住宅２棟９６．０４㎡、庭敷地等３３１．９６㎡、東…他人田、

西…宅地、南・北…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化

槽、所有権移転、売買。

番号４号、資材置場２２８．００㎡、通路等１９９．００㎡、東・西…他人田、

南・北…里道、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

番号５号、資材置場１４４．００㎡、駐車場２５．００㎡、通路等２７５．０

０㎡、東…山林、西…市道、南・北…雑種地、境界…土留、雨水…自然流下、所

有権移転、売買。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、谷山支所から北西へ約４．８ｋｍに位置する第１種農地で、土地改

良事業施行地に該当するため、原則転用を許可できませんが、農地法施行規則第

３３条第４号に定めるところの不許可の例外である集落接続施設に該当するこ

とから、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところでございます。

番号６号、住家１棟５２．１７㎡、庭敷地等３７０．８３㎡、東・西・北…他

人畑、南…県道、境界…ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…合併浄化槽、所有

権移転、売買。

番号７号、住家１棟７２．８７㎡、庭敷地等２５６．１３㎡、東…貸人畑、西・

北…宅地、南…県道、境界…ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…合併浄化槽、

使用貸借権。

以上です。

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、障害者通所施設１棟６００．７５㎡、駐車場５８．００㎡、庭敷地

等１，５７０．２０㎡、東…市道、宅地、西…他人畑、南…里道、他人畑、山林、

北…里道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、

売買。

番号９号、住家１棟６７．４２㎡、庭敷地等１９９．５８㎡、東・北…市道、

西…渡人畑、南…他人畑、境界…ブロック積、フェンス、雨水…市道側溝、汚水

…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１０号、住家１棟１０９.５１㎡、庭敷地等１５４．４９㎡、東・南…渡人

畑、西…市道、北…他人畑、境界…ブロック積、土留、雨水…市道側溝、汚水…

合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。
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議    長 次に、吉田、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、貸資材置場１２０．００㎡、貸駐車場７５．００㎡、転回場等６

００．００㎡、東…宅地、西…他人田、南…河川、北…農道、境界…土留、雨水

…自然流下、所有権移転、売買。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、支所から南に約３ｋｍに位置し、平成元年に土地改良法による換地

処分を受けた土地改良事業の施行区域内にある農地に該当する第１種農地です。

申請人は、市内で建設業を営む法人の役員で、今回申請地を買い受け、資材置場

と駐車場としてその法人に貸し付けるものです。

第１種農地の転用は、原則として許可することはできませんが、申請施設は不

許可の例外である農地法施行規則第３３条第４項に規定する集落接続施設に該

当することから、申請はやむを得ないと判断したものです。

番号１２号、駐車場６１９．００㎡、通路等６９２．００㎡、東…県道、西…

宅地、雑種地、南…宅地、北…市道、境界…土留、雨水…自然流下、賃貸借権。

以上です。

議    長 次に、桜島、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号１３号、住家１棟１４１．６１㎡、倉庫１棟４４．７２㎡、庭敷地等３１

０．６７㎡、東・北…他人畑、西…農道、南…貸人畑、境界…ブロック積、雨水

…農道側溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

この件につきまして、補足説明をいたします。

申請地は桜島支所から南西へ約２．１㎞に位置する、おおむね１０ｈａ以上の

農地の広がりのある第１種農地に該当します。

第１種農地は原則として農地転用することはできませんが、農地法施行規則第

３３条第４号に定めるところの、不許可の例外となる集落接続施設に該当するこ

とから、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところでございます。

以上です。

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号１４号、住家１棟５６．９４㎡、庭敷地等４０４．７０㎡、東…宅地、他

人畑、西…他人畑、南…宅地、市道、北…里道、境界…ブロック積、雨水…里道

側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１５号、食品加工場１棟５２０．６３㎡、事務所１棟５７．００㎡、駐車

場１８８．５０㎡、通路等１，６３６．８７㎡、東…雑種地、西…国道、南…里

道、北…原野、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権

移転、売買。

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。

申請地は、喜入支所から南へ約３ｋｍに位置する第２種農地のその他の農地に

該当します。

譲渡人は平成１９年に申請地を３条取得したが、高齢となり耕作することが困

難となったため譲渡するもので、今回の転用許可はやむを得ないと判断いたしま

した。

番号１６号、住家１棟７５．５８㎡、通路４２．８６㎡、庭敷地等３９４．５

６㎡、東…宅地、西…他人畑、雑種地、南…水路、北…宅地、市道、境界…ブロ

ック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１７号、資材置場１４０．００㎡、車両置場等３０６．００㎡、東・南…

市道、西…市道、山林、北…宅地、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、

売買。

番号１８号、建売住宅４棟３８５．０５㎡、庭敷地等９２０．９５㎡、東…他

人田、西…宅地、南…水路、西・北…宅地、私道、境界…ブロック積、雨水…水

路放流、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 ご報告します。

番号１９号、住家１棟６０．８７㎡、庭敷地３９１．１３㎡、東…市道、西…

宅地、南…他人畑、北…雑種地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。

番号２０号、建売住宅６棟３１９．６１㎡、庭敷地１，２５６．３９㎡、東・

南・北…市道、西…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、所有権移転、売買。

番号２１号、クヌギ２５３本２，５８０．００㎡、東…水路、西・北…管理用

道路、南…他人田、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。

番号２２号、クヌギ４７本２６４．００㎡、東…県道、西…山林、南・北…宅

地、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

５、１１、１３号は第１種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると

判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可申

請に関する件」２２件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

但し、第１種農地である番号５、１１、１３号につきましては、「県農業会議」

に意見聴取し、許可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可書を交付するこ

とといたします。

議題４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件

１１ページ～１２ページ ５件

議 長 次に、議題４．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議し

ます。

吉田、桜島、喜入、松元地区に合意解約の通知が出ております。

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第１８条第６

項の規定による通知に関する件」５件につきましては、原案どおり受理すること

に決定いたします。

議題５．非農地認定に関する件

１３ページ～１４ページ ７件

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、谷山、１４番委員お願いします。
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号２号、調査結果：住家１棟、１９年経過、現況宅地。

番号３号、調査結果：住家１棟、２８年経過、現況宅地。

番号４号、調査結果：通路として１５年経過、現況道路。

以上です。

議    長 次に、伊敷、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

番号６号、調査結果：杉、唐竹自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、調査結果：杉、約３０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関する

件」７件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題６．農用地利用集積計画に関する件

１５ページ～２７ページ ３４件

議    長 次に、議題６．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

１７ページ、番号４号につきましては、議長自らが申請人となっている案件で

ございます。

それでは、この案件につきましては、議事進行を会長代理にお願いすることと

いたします。

（議長と会長代理は一旦席を交代します。）
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会 長 代 理 それでは、議事を進行いたします。

番号４号は、「議事参与の制限」になります。

従いまして、議長におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規

定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、その

間に審議し、再び着席していただくことにします。

議長におかれましては、離席をお願いします。

（議長離席後）

それでは、番号４号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明します。

資料の１７ページをお願いします。

番号の４号、地目、現況ともに田、面積は３８４．００㎡、権利の種類は、使

用貸借権、区分：更新。

令和３年２月２６日公告予定です。これは、農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしていると考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号４号につきましては、原案どおり、承認することに決定いた

します。

残りの案件の審議に入ります前に、議長におかれましては、ご着席をお願いし、

再び議事進行をお願いいたします。

（議長、会長代理はそれぞれの席に着席後）

それでは、審議に戻ります。

残りの３３件及び先ほどの１件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。
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事 務 局 資料の１５ページをお願いします。

「議案第６号」、令和３年２月２６日公告予定の、農用地利用集積計画集計表

について、ただいまの分も含め、ご説明申し上げます。

集計表の右下の合計欄になります。

所有権０件、０筆、０㎡。

賃借権１９件、３４筆、３４，６２４．００㎡。

使用貸借権１５件、２８筆、２２，６９０．００㎡。

合計３４件、６２筆、５７，３１４．００㎡です。

なお、資料の１６ページから２７ページは、農用地利用集積計画の内容です。

お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上で、説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「１５番委員」挙手あり〕

はい、１５番委員どうぞ。

１ ５ 番 委 員 番号１２号ですが、賃料が５０，０００円となっていますが、面積に対しては

高額でありますが、施設を含んだ金額ですか。

吉 田 支 局 これは、施設を含んで５０，０００円ということで契約されたということです。

１ ５ 番 委 員 わかりました。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。
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議題７．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ １件

議    長 次に、議題７．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。

７番委員自身が、申請人となっている案件でございます。

従いまして、７番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条

の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

７番委員におかれましては、離席をお願いします。

（７番委員離席後）

それでは、郡山、１１番委員お願いします。

１ １ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、薪置場、作業場、車庫及び通路

４．現況、申出地は、西俣町西俣下地区にあり、郡山支所から西へ約２．４ｋ

ｍに位置し、東側は他人畑・水路、西側は市道、南側は水路、北側は宅地に接し

ている。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書のとおりで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。ただし、当該地は令和３年１月総会において、農地

法第５条第３項に基づく条件（農地復元期限）を付した上で一時転用を許可して

おり、現在転用実行中である。

このため、一時転用実行者が条件に基づいた復元行為を完了した後に転用する

ことが相当と思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「１５番委員」挙手あり〕

はい、１５番委員どうぞ。

１ ５ 番 委 員 一時転用実行者が条件に基づいた復元行為を完了した後に転用することが相当

と思われるとありますけど、これは条件付きということですか。
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事 務 局 一時転用許可について条件が付いているのかというご質問かと思います。農用

地区域内における一時転用という形になるのですが、農地法第５条におきまして、

転用許可については、条件を付することができる規定がございます。又、農用地

区域内における一時転用につきましては、必ず農地復元の条件を付することとの

通知がございますので、その通知に従いまして、条件を謳って許可決定をしたと

ころでございます。

１ ５ 番 委 員 わかりました。

４ 番 委 員 一時転用で回復のために、期間が条件として付けられるのは理解できるのです

けど、一時転用の許可の期間で、更に別の用途に変更という時に、いちいち、農

地に復元をさせる実益があるのですか。

事 務 局 農地復元期限前に復元行為を果たさなかった場合、農地法第５条の規定に基づ

く許可条件に違反にするという形になってしまいます。

農地法には、第１種農地、第２種農地等の「農地区分基準」の確認、資金証明

書等の「一般基準」がございます。この一般基準の中に、過去の転用行為におい

て事業計画通りの実施がなければ、今後の転用を行うのに必要な信用があるとは

認められないケースとなるということが、農地法第４条第６項第３号もしくは、

第５条第２項第３号に明示されているところでございます。確かに実益があるの

かというと疑問を呈するところでございますが、当委員会が一時転用実行者に対

して、後に転用が控えているから復元行為をしないでいいということは、お示し

することはできないと理解しているところでございます。

４ 番 委 員 一時転用を受けた方と今度転用をされる方は同一の方ですか。

事 務 局 現在一時転用を実行されている方は別の方です。

４ 番 委 員 実益があるとは思いませんけど、そういう縛りがあるのであればしょうがない

です。
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議    長 県の農業会議や農村振興課とよく連携を取って、このような問題は対処してい

きたいと思います。

ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。

次の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願いします。

（７番委員着席後）

議題８．荒廃農地の発生・解消状況に関する調査に伴う農地・非農地判定について

別冊資料３ ６０件

議    長 次に、議題８．「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査に伴う農地・非農地判

定について」を審議します。別冊資料３です。

まず、本局、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

調査筆数：６筆、現況確認日：令和３年１月１５日、農地・非農地の判断結果：

杉、唐竹・真竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしまし

た。

以上です。

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。３ページです。

調査筆数：８筆、現況確認日：令和３年１月２２日、農地・非農地の判断結果：

ゴキ竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、伊敷、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。４ページです。

調査筆数：６筆、現況確認日：令和３年１月２６日、農地・非農地の判断結果：

杉、孟宗竹・唐竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしま

した。

以上です。

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。
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１ ３ 番 委 員 ご報告します。５ページです。

調査筆数：４筆、現況確認日：令和３年１月１４日、農地・非農地の判断結果：

唐竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、東桜島、１７番委員お願いします。

１ ７ 番 委 員 ご報告します。６ページです。

調査筆数：７筆、現況確認日：令和３年１月１３日、農地・非農地の判断結果：

雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、吉田、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。７ページです。

調査筆数：３筆、現況確認日：令和３年１月１４日、農地・非農地の判断結果：

唐竹・ゴキ竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、桜島、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。８ページです。

調査筆数：４筆、現況確認日：令和３年１月１３日、農地・非農地の判断結果：

唐竹・ゴキ竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。９ページです。

調査筆数：６筆、現況確認日：令和３年１月２６日、農地・非農地の判断結果：

５筆が雌竹・真竹・雑木自然繁茂、現況山林により非農地、１筆が不耕作により

農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 ご報告します。１０ページです。

調査筆数：１０筆、現況確認日：令和３年１月２６日、農地・非農地の判断結

果：８筆が杉、ゴキ竹・孟宗竹・雑木自然繁茂、現況山林により非農地、２筆が

不耕作により農地と判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、郡山、１１番委員お願いします。
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１ １ 番 委 員 ご報告します。１１ページです。

調査筆数：６筆、現況確認日：令和３年１月２５日、農地・非農地の判断結果：

孟宗竹・ゴキ竹・唐竹・コサン竹・雑木自然繁茂、現況山林によりすべて非農地

と判断いたしました。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「荒廃農地の発生・解

消状況に関する調査に伴う農地・非農地判定について」６０件につきましては、

調書のとおり判定することに決定いたします。
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議題９．相続税の納税猶予に関する件

２８ページ １件

議    長 次に、議題９．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 資料の２８ページをお開きください。

相続税の納税猶予の証明に係るものでございます。

相続開始年月日は、平成１４年５月７日でございます。

申請人は被相続人の子でございまして、今回が７回目の発行でございます。

申請は、令和３年１月１８日に提出され、２月８日に、１番委員、私、事務局

職員３名の計５名で現地を調査いたしました。

今回、調査いたしました特例適用農地の１と２は田、３は畑でありました。

１と２は、水稲作付予定で、３は、ブルーベリー、ハッサク、ナシ、ミカン、

ビワ、クリを植付中でございました。

従いまして、番号１の各特例適用農地において、申請者が農業経営を行ってお

りましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の発行については支

障ないものと判断いたしたところでございます。

以上で、報告を終わります。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「相続税の納税猶予に

関する件」１件につきましては、原案どおり決定することにいたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

２９ページ １件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

それでは、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 報告します。２９ページです。

照会日：令和３年２月４日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内に

あり、現況非農地である。

処理状況：令和３年２月１８日 鹿児島地方法務局へ報告済。

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

３０ページ～３２ページ １５件

議 長 報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 資料の３０ページをお開きください。

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合、農業委

員会に届出を要するものです。

今回の届出件数は、１５件、登記地目別では、 田９筆、１０，７６４．００㎡、

畑２６筆、２０，１８７．００㎡、その他０筆、０㎡、計３５筆、３０，９５１．

００㎡。

取得した事由は、相続が１５件、権利の種類は、所有権が１５件、農業委員会

によるあっせん等の希望は、有が２件、無が１３件です。

次の３１から３２ページは、届出の内容です。お目通しをお願いいたします

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

３３ページ～４２ページ ３２件

事 務 局 次に、３３ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内の農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決に

より処理したものです。

第４条関係は、一般住宅３件、共同住宅１件、駐車場３件、その他１件で合計

８件です。

３４から３５ページは届出の内容です。お目通しをお願いいたします。

元に返っていただき３３ページをお願いします。

第５条関係は、上から順に一般住宅１４件、共同住宅１件、駐車場２件、資材

置場２件、店舗等３件、その他２件で、合計２４件です。

資料の３６ページから４２ページは、第５条の届出の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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４．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料４

議 長 次に、報告事項４「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 報告事項４ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず 二段書きの上の段の１２月分については、訪問戸数１５５戸、うち不在

２０戸、調査回答戸数１４１戸、貸出希望１３戸１５３．１５アール、借入希望

３戸９０．００アール、貸出実績はなし、借入実績１戸２３．９７アール、中間

管理事業活用実績はありませんでした。

次に、下の段の累計については、訪問戸数４，７１２戸、うち不在４６７戸、

調査回答戸数４，２８９戸、貸出希望２３９戸４，９０８．６９アール、借入希

望４９戸２，１２０．００アール、貸出実績１４戸１９８．４６アール、借入実

績１０戸１３４．９１アール、中間管理事業活用実績４６．１７アールでした。

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。

以上で報告を終わります。

議    長 ありがとうございました。

本日の議事は、全て終了しました。

（議事終了：午前１０時４０分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局 ・令和２年度第１２回総会（月例）開催日時は、

３月２６日（金）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１０時４５分）


